
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年 5 月 15 日    

青森市総務部人事課    

 

 

平成 31 年 4 月 1 日付採用予定の青森市職員採用試験を次のとおり行います。 

 

第一次試験日 平成 30 年 6 月 24 日（日） 

申込受付期間 

平成 30 年 5 月 15 日（火）～平成 30 年 6月 11 日（月） 
書類を直接持参する場合 … 午前 8時 30 分から午後 6時まで（土・日曜日除く） 

書類を郵送する場合   … 平成 30 年 6 月 11 日（月）の消印まで有効 

試 験 会 場 青森市立古川中学校（青森市久須志二丁目 9番 1号） 

 

 

1 試験職種、採用予定人員及び職務概要 

試 験 職 種 採用予定人員 職 務 概 要 

医療職 

獣医師 

（大学卒業程度）
 若干名 

主に、食品衛生、食鳥検査、狂犬病予防対策の業務

等に従事します。 獣医師 

（職務経験者） 

保健師 

（大学卒業程度）
 若干名 

市民の健康づくりの支援、保健指導の業務等に従事

します。 

※ 採用予定人員については、現時点における予定に基づくもので、今後変更することがあります。 

※ 獣医師の大学卒業程度と職務経験者については併願できません。 

※ 受験申込書提出後、試験職種の変更をすることはできません。 

 

平成 30 年度 

青森市職員採用試験受験案内 

（医療職） 

獣医師・保健師 
青森市では 

『市民と共に悩み、考え、行動し、市民から信頼される職員』を募集します。 

<求める人材> 

◎青森市職員としての誇りと使命感、高い倫理観を保有する人材 

◎自ら考え行動し、積極的にチャレンジできる人材 

◎時代の動きを敏感にとらえ、市民の立場に立って柔軟に対応できる人材 



2 受験資格 

次の（1）から（3）までの要件を満たす者が受験できます。 

 （1）試験職種ごとの受験資格 

試 験 職 種 受験資格（年齢・資格・免許等） 

医療職 

獣医師 

（大学卒業程度） 

昭和 53 年 4 月 2日以降に出生した者で、獣医師免許を有する者 

（平成 30 年度に実施される国家試験に合格する見込者を含む。） 

獣医師 

（職務経験者）

昭和 53 年 4 月 2日以降に出生した者で、獣医師免許を有し、免許取得後、民

間企業や病院等における獣医師としての職務経験を平成23年4月1日から平

成 30 年 4 月 30 日までの間に 3 年以上有する者 

保健師 

（大学卒業程度） 

昭和 53 年 4 月 2日以降に出生した者で、保健師免許を有する者 

（平成 30 年度に実施される国家試験に合格する見込者を含む。） 

注 意 事 項 

◆獣医師（職務経験者）について 

①「民間企業や病院等における獣医師としての職務経験」には、会社員（財団法人、社団法人、NPO 法人

等を含む）、公務員、団体職員、アルバイト、パートタイマー及び青年海外協力隊・日系社会青年ボラ

ンティアとしての経験を含みます。 

②「3年以上」とは、獣医師としてそれぞれの民間企業や病院等で、週 30 時間以上の勤務を 1 年以上継続

し、これらの経験が通算で 3年以上であることを要します。 

③勤務・活動経験の確認のため、最終合格発表後に在職証明書等の提出ができる人に限ります。 

 勤務・活動経験の証明ができなかった場合は、採用されません。 

※ 受験資格に関する経験年数やその他の注意事項については、必ず「職務経験者を対象とした青森市職

員採用試験 Q＆A」（青森市ホームページhttp://www.city.aomori.aomori.jp/）で確認してください。

 （2）日本国籍を有する者 

 （3）地方公務員法第 16 条に規定する次のアからエのいずれにも該当しない者 

ア 成年被後見人又は被保佐人 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

ウ 青森市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

3 試験の日時、会場及び合格発表 

区 分 日     時 会     場 合格発表日等 

第一次 

試 験 

平成 30 年 6 月 24 日（日） 

午前 9時 

青森市立古川中学校 

青森市久須志二丁目 9番 1 号 

平成 30 年 7 月 11 日（水）

午前 11 時 

第二次 

試 験 

平成 30 年 7 月 21 日（土）から

平成 30 年 7 月 23 日（月）まで

の間の 1日又は 2日 

※時間の詳細は、第一次試験 

合格者に別途お知らせします。

中央市民センター 

青森市松原一丁目 6番 15 号 

平成 30 年 8 月 21 日（火）

午前 11 時 

※ 合格発表は、合格者に直接通知するとともに、青森市役所第一庁舎 1階掲示板、浪岡庁舎掲示板 

  及び青森市ホームページに合格者の受験番号を掲示します。 

（青森市ホームページ http://www.city.aomori.aomori.jp/） 



4 試験の方法及び内容 

区 分 試験職種 試験種目 試 験 の 内 容 

第一次 

試 験 

獣医師、保健師 

（大学卒業程度） 

教養試験 

公務員として必要な一般的知識及び一般的知能につい
て、択一式による筆記試験を行います。なお、問題は別
表「出題分野一覧表」の中から出題します。 

専門試験 

（保健師のみ）

専門的知識、能力等を有するかどうかについて、択一式
による筆記試験を行います。なお、問題は別表「出題分
野一覧表」の中から出題します。 

適性検査 
公務員としての適応性について、各職種区分に応じた検
査を行います。 

獣医師 

（職務経験者） 

職務 

基礎力 

試験 

公務員として必要な基礎的な知的能力について、択一式

による筆記試験を行います。なお、問題は別表「出題分

野一覧表」の中から出題します。 

適性検査 公務員としての適応性について、検査を行います。 

※ 第一次試験は筆記試験のみとなります。 

服装については、受験しやすい服装でお越しください。 

第二次 

試 験 
全職種 

論文試験 文章による表現力、思考力等の能力について評価します。

面接試験
各種面接により、職務遂行に必要な性格的条件を有してい

るかどうか評価します。 

 

 

【別表】出題分野一覧表 

試験種目 試験職種 出題数 解答時間 出  題  分  野 

教養試験 
獣医師、保健師 

（大学卒業程度） 
40 題 2 時間 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに

文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈

に関する一般知能 

専門試験 

（保健師のみ） 

保健師 

（大学卒業程度） 
30 題 

1 時間 

30 分 

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医

療福祉行政論 

職務 

基礎力 

試験 

獣医師 

（職務経験者） 
75 題 

1 時間 

30 分 

社会的関心と理解について問う分野、言語的

な能力を問う分野、論理的な思考力を問う分

野の 3分野 

※職務基礎力試験は、受験者が仕事をしながら受験することを考慮し、現在の職場及び職務で身に付けた 

能力で試験に臨むことができ、受験のために特別な準備が必要のない内容となっています。 



5 受付期間及び受験申込手続 

申込受付期間 

平成 30 年 5 月 15 日（火）～平成 30 年 6月 11 日（月） 
書類を直接持参する場合 … 午前 8時 30 分から午後 6時まで（土・日曜日除く） 

書類を郵送する場合   … 平成 30 年 6 月 11 日（月）の消印まで有効 

受験申込手続 

(1)受験申込書及び受験票について、受験申込の方法及び記入上の諸注意をよく読んで、

各欄に漏れなく記入してください。 

申込書の自署欄等の記載漏れについては、申込受付期間を過ぎた場合は、受付でき

ませんので注意してください。 

(2)はがきの表面（宛先記載面）に受験票郵送先の住所及び氏名を記入してください。

（私製はがきの場合は、通常はがきと同じ大きさのもので、62 円切手を貼付したもの

に限る。） 

(3)受験票を切り取り線に沿って切り取り、はがきの裏面（宛先記載面でない面）に、

はがれないようにしっかりとのり付けをしてください。 

(4)記入漏れがないか再度確認し、受験申込書と受験票を貼ったはがきを下記申込先に

提出してください。 

(5)受験申込み受理後、受験番号を付番した受験票を返送します。平成 30 年 6 月 18 日

（月）までに返送されない場合は、速やかに下記問合せ先まで連絡してください。

※ 返送された受験票には、受験申込書に貼った写真と同じ写真を貼り、試験当日忘 

れずに持参してください。 

写真が貼られていない場合は、受験できませんので注意してください。 

受験申込方法 

書類を直接持参する 

場合 
青森市総務部人事課（市役所本庁舎）に直接持参してください。

書類を郵送する場合 

郵送用封筒の表に「試験申込」と朱書きし、簡易書留郵便等の

確実な方法により下記申込先に送付してください。受領証は、

受験票が届くまで必ず保管しておいてください。簡易書留郵便

等によらない郵便での不着には対応できません。 

 

 

6 合格から採用まで 

この採用試験の最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、その中から採用者が決定されますが、 

採用は平成 31 年 4 月 1日以降になります。また、この名簿の有効期間は、平成 32 年 3 月 31 日まで 

です。 

 

 

7 試験結果の開示 

  この採用試験の結果については、本人のみ口頭により開示を請求することができます。 

  開示を請求する場合は、受験者本人であることを客観的に証明できる書類（運転免許証、学生証等） 

と受験番号の提示が必要となります。 

必要書類を持参の上、午前 8時 30 分から午後 6時までの間に、青森市総務部人事課へ直接おいでく 

ださい。開示は口頭により行います。（土曜日、日曜日及び祝日は受け付けません。） 

開示期間は、試験の合格発表日から 1ヶ月間です。なお、電話での問い合わせにはお答えしません。 

 

 

8 申込先・問合せ先 

  この試験についての郵送による申込先及び問合せ先は、次のとおりです。 

   〒030-8555 青森市中央一丁目 22 番 5 号 青森市総務部人事課 電話 017－734－5093（直通） 


